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内
閣
府
所
管
の
「
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
（
以
後
、
同
法
）
は
、
一
九
九
九
年
九

月
に
東
海
村
で
起
き
た
株
式
会
社
ジ
ェ
ー
・
シ
ー
・
オ
ー
の
ウ
ラ
ン
加
工
施
設
に
お
け
る
臨
界
事
故
（
以
後
、
Ｊ
Ｃ
Ｏ
事
故
）

を
き
っ
か
け
に
、
議
員
立
法
で
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
社
会
情
勢
の
変
化
を
鑑
み
れ
ば
、

同
法
は
役
割
を
終
え
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

同
法
の
目
的
は
、
「
原
子
力
発
電
施
設
等
の
周
辺
の
地
域
に
つ
い
て
、
地
域
の
防
災
に
配
慮
し
つ
つ
、
生
活
環
境
、
産
業

基
盤
等
の
総
合
的
か
つ
広
域
的
な
整
備
に
必
要
な
特
別
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
振
興
を
図
り
、

も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
と
国
民
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
」
（
第
一
条
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
内
容
は
立

地
地
域
に
お
け
る
防
災
イ
ン
フ
ラ
整
備
へ
の
国
の
補
助
率
を
か
さ
上
げ
す
る
な
ど
で
あ
る
。 

 
 

立
法
以
来
二
十
年
が
経
過
す
る
が
、
ど
の
よ
う
に
「
地
域
の
振
興
」
が
図
ら
れ
た
と
政
府
は
考
え
て
い
る
の
か
。
防
災
イ

ン
フ
ラ
整
備
が
行
わ
れ
た
結
果
、
た
と
え
ば
、
人
口
増
加
が
み
ら
れ
た
の
か
な
ど
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

同
法
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
二
十
八
日
の
衆
議
院
商
工
委
員
会
で
、
「
本
当
の
提
案
理
由
を
教
え
て
い
た
だ
き

た
い
」
と
問
わ
れ
、
提
案
者
の
細
田
博
之
議
員
は
「
少
な
く
と
も
二
十
基
の
原
子
力
発
電
所
を
建
設
し
て
い
く
に
は
、
地
元



 

２ 

 

の
皆
様
方
の
絶
大
な
御
協
力
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
（
略
）
Ｊ
Ｃ
Ｏ
事
故
、
大
変
不
幸
な
事

故
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
原
子
力
発
電
所
の
立
地
地
域
は
非
常
に
建
設
に
つ
い
て
は
難
渋
し

て
お
り
ま
す
」
と
答
弁
し
た
。
つ
ま
り
、
あ
と
二
十
基
の
原
発
立
地
の
促
進
こ
そ
が
、
提
案
者
の
意
図
し
た
提
案
理
由
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
菅
首
相
は
昨
年
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
原
子
力
発
電
所
の
新
設
や
増
設
は
、
現
時
点
で
想

定
し
て
い
な
い
旨
を
答
弁
し
て
い
る
。 

 
 

政
府
は
あ
と
二
十
基
の
原
発
立
地
を
国
の
政
策
と
し
て
認
め
る
つ
も
り
な
の
か
。 

三 

同
法
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
国
会
審
議
で
、
「
原
発
立
地
推
進
の
た
め
の
公
共
事
業
の
拡
大
」
で
あ
る
等
の
批
判
が
繰
り
返

さ
れ
、
「
防
災
」
と
い
う
目
的
が
修
正
で
加
わ
っ
て
、
成
立
し
た
。
今
国
会
で
は
、
同
法
の
有
効
期
限
を
延
長
す
る
た
め
の

改
正
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

１ 

議
員
立
法
で
成
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
は
な
ぜ
政
府
が
改
正
案
を
提
出
す
る
の
か
。 

 

２ 

改
正
案
の
概
要
に
は
令
和
元
年
度
末
現
在
で
、
百
三
十
件
の
防
災
イ
ン
フ
ラ
事
業
が
整
備
中
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ

れ
ら
が
完
成
し
な
け
れ
ば
、
原
子
力
防
災
上
問
題
が
あ
る
立
地
地
域
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
。 

四 

一
九
七
四
年
に
成
立
し
た
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
の
目
的
は
、
「
発
電
用
施
設
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
公
共
用



 

３ 

 

の
施
設
の
整
備
そ
の
他
の
住
民
の
生
活
の
利
便
性
の
向
上
及
び
産
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業
を
促
進
す
る
こ
と
」
（
第
一

条
）
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

１ 

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
が
対
象
と
す
る
施
設
は
、
原
子
力
発
電
の
他
、
水
力
発
電
、
火
力
発
電
お
よ
び
地
熱
発

電
施
設
と
な
っ
て
い
る
。
同
法
は
な
ぜ
原
発
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
る
の
か
。 

 

２ 

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
の
成
立
以
来
、
四
十
七
年
が
経
っ
た
今
、
政
府
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
主
力
電
源

化
を
目
指
し
て
い
る
。
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
の
対
象
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発
電
施
設
を
含
め
る
べ

き
で
は
な
い
か
。 

五 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
主
力
電
源
化
や
電
力
自
由
化
を
目
指
す
中
、
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
に
加
え
て
、
同
法

に
よ
っ
て
、
原
発
立
地
に
こ
と
さ
ら
手
厚
く
税
金
を
投
入
す
る
こ
と
に
、
国
民
合
意
を
得
ら
れ
る
と
考
え
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


